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それでは始めさせていただいてよろしいでしょうか。 

 ちょっと定刻からおくれまして相済みません。 

 それではただいまから第８回川西補助金等審議会を開催させていただきま

す。 

 最初に事務局から本日の委員の出席状況及び傍聴人等についてのご報告をお

願いいたします。 

それでは事務局の方より本日の委員の出欠を報告させていただきます。本日

の委員の欠席は１名で５名の出席をいただいておりますので、本日の審議会は

成立していることをご報告申し上げます 

 次に、本日当審議会を傍聴される方につきましては現在ゼロとなっておりま

す。 

 以上でございます。 

はい、ありがとうございました。本日の審議会は成立しているというご報告

をいただきました。 

 なお、本日の会議につきましては午後８時までに答申を作成し、そして８時

から市長にその答申書をお渡しするという予定でございますので、その時間の

中でのご討議をお願いいたしたいと存じます。 

 それでは早速議事に入らせていただきます。 

 まず事務局から答申案の修正内容についてご説明いただきます。 

 よろしくお願いします。 

 それでは表紙から順を追って修正した箇所及びその内容についてご説明させ

ていただきます。 

 まず表紙ですが、第二次補助金改革に向けてということで、ここの部分につ

きましては前回ご指摘であったとおり第二期から第二次へ修正をかけておりま

す。 

 次にページをめくっていただきまして目次の箇所でございますが、先ほどと

同じように第一期、第二期というのを修正している部分と、４番の補助金等の

改革に向けての提言ということで、ここを適正化から改革に向けてと修正させ

ていただいております。また最終ページにアンケートの調査結果を添付してお

ります。 

 次に１ページ、補助金改革のところの財政状況と行財政改革推進計画のとこ

ろで、一般財源ベースであるとかより財政の逼迫度が高いような表現をという

ことだったんでございますが、ここで三位一体改革による税源移譲の分が市税

の増額につながっているということで、それが約２０億ございました。これは

国庫負担金から移った分になるんですが、それを加味しますと５０億円の減収

となっておりましたのでこのような表現に変えさせていただいております。 

 その他、このページの第一期、第二期の部分の修正でございます。 

 次に２ページにまいりまして、ここで第一次補助金改革、第二次補助金改革
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というのを括弧づけでしておりましたが、この部分について削除させていただ

いております。また第一期、第二次という形で修正をかけておりますのと、表

１のところのＤ区分のところに黒い太線で囲っております。 

 次に３ページになりますが、ここにつきましては補助金改革の成果と課題と

いうところでご指摘いただいていました「逓減」という部分を「減少」に、ま

た「平成１９年度予算」を「１９年度決算」に置きかえてグラフ位置を修正し

ております。 

 次に４ページにいきまして、表３の下に公募型補助金の説明を加えさせてい

ただいております。公募型補助金とは、市民が提案する事業に対して補助を行

うもので、第三者機関による審査を経て採択される補助金であるという形で、

例を挙げて説明をさせていただいております。 

 次に５ページにまいりまして、ここで市内部への調査を行ったという表現を

使っておったんですが、ここを補助金を所管する部署へとし、よりわかりやす

く表現を変えております。また補助金の適正化というところですがここで補助

金のさらなる適正化ということと、アンケート調査の結果概要については１９

ページ以降に添付しているアンケート調査を参照されたいというふうに文章を

編集、修正させていただいております。 

 次に６ページにまいりまして、ここは４番の見出しの部分、適正化を改革に

しております。またその上の方の段落のところで適正化の前にさらなるを加え

させていただいております。 

 次に７ページにまいりまして、ここが大幅に修正を加えさせていただいてお

ります。まず７ページの一段落目のところ、これは複数の課から支出されてい

るとなっていたんですが、ここに支出されているとともに市民にとっても使い

にくいものとなっていることが想定されるというふうに文章を変えさせていた

だいております。 

 また、こうした類似する補助金以降についてですがここでは補助金の統合、

団体の統合そういったことを文章の中に分けて表現するように中身を修正させ

ていただいております。 

 次に８ページにいきまして、ここで補助金等の交付・評価基準のところです

が、前回議論があった公共性と公益性の箇所についてですが、ここは副会長と

も協議をさせていただいたんですが、９ページの図の部分にその部分を説明さ

せていただいたんですが、公共性という広いものの中に公益性があり、また公

平性、効果性というものが一つの規準になって補助金ができ上がるということ

ではないかというご指導をいただきました。 

 その中で補助金という枠でものを見たときは、公共性の部分が非常に狭まっ

てくるとなりますと、公益性と公共性がほぼ同義で成り立ってくるのではない

かということで、結局、無理に分けてやるよりもここを公共性・公益性という

形で一くくりにして、一つの土台として表現してはどうだというご指導をいた

だきましたので、前回の答申案の中で後ろに④だったと思うんですが、そこで

公益性という表現をしておったのですが、それを①に公共性・公益性というこ

とで一くくりにさせていただいております。 
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 また公平性、効果性のところにつきましては文章の微修正、例えば公平性の

（３）でありましたら、市が団体運営補助金で例外的にというのを「市が」と

いうのを削除したりしております。 

 そして９ページにいきまして、先ほど説明させていただいた図を添付させて

いただきました。また、運用方針のところでは、９ページ一番下のところでＰ

ＤＣＡサイクルにおいてということで追加させていただいております。 

 次に１０ページ、ＰＬＡＮ・ＤＯ・ＣＨＥＣＫのところですが、まずＰＬＡ

Ｎのところの公益性で要綱で定めることだったんですが、そこで要綱が細分化

されるということが弊害として起きないようにということで文言を追加させて

いただいております。 

 また実行の部分につきましては文章の表現を修正させていただいておりま

す。 

 透明性のところで（２）を追加させていただいております。これにつきまし

ては副会長から、市民と協働での制度改正の機会を設けるようにというご指摘

がありましたので追加させていただいております。 

 また全体的にＰＬＡＮ・ＤＯ・ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮのところに日本語

を追加させていただいておりますことと、ページ１１の下の図、これがこの計

画ＰＤＣＡサイクルの中でまず一つ透明性というものが最もこの中では重要視

される、またチェックのところがＰＬＡＮ部分とＤＯ部分のＣＨＥＣＫを行う

んだということを分析しております。 

 次に１２ページにまいりまして、市民評価の提言のところでまずヒアリング

の部分、４段落目になりますが、ここで３から５年に一度の実施とすることが

望ましくという以降を追加させていただいております。 

 また、おわりにでは、ご指摘いただいてました対象を市民の各種活動と深い

かかわりのある事業奨励型団体補助金に限定して審議を行ったという部分と、

削除項目を反映させていただいております。 

 また行政評価のところにおける文章を２カ所修正させていただいておりま

す。あとは文言の修正と適正化あるいは第二次改革という形のところで修正を

加えさせていただきまして、１４ページ、１５ページ以降は資料、アンケート

調査結果ということで、前回既に補助金の審議会でご提示させていただいてい

るアンケート調査結果を添付させていただいております。 

 以上です。 

 ありがとうございます。 

 以上、ご説明いただきましたがこれを案としてお出しする前にまだ何か入れ

る、修正すべきところはありますでしょうか。 

 どうぞ。 

今日はあまり変えたらいけないので質問だけ。６ページの４番の新たな課題

ということで最後の方なんですけど、この優先利用、使用料減免等がありまし

て意図的に補助金を少額にし、多額の使用料減免など恣意的な運用が行われる

可能性を含んでいるという表現なんですけども、私たちよくわからないんです

けども、今まで事務局等で恣意的な運用が行われたり、意図的な補助金が少額
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にされたようなにおいがするようなものはあったんでしょうか。非常に恣意的

というのは表現もきつい表現もしますし、我々委員会として実際事務をやって

いませんので、この辺のところ意図的な補助金を少額にし、恣意的な運用を行

う可能性を含んでいるんだから断定はしてないんですけども、そういうにおい

は過去にするようなケースがあったのかどうかということは、これは質問です。 

 次に文書はそれだけで、実は新しく入ったもので９ページに絵を描いてもら

ってるんですね。ビルみたいで１階が公共性で２階が公益性で３階が公平性・

効果性、これは丸が入っているんですけども、屋根が補助金があって、この趣

旨がよくわからないんです。８ページから文章を読んでも１階に公共性があっ

て、３階は何で二つだけ公平性・効果性が並んで丸があるのか。屋根が補助金

で、補助金の体系図なんですか。もし今まで見ますと、まず表１、表２、表３、

表５はあるんです、文章題は。３ページにはグラフがありまして、だから表が

五つあってグラフが一つありまして、ではこれは何なのかということで、補助

金等の交付、評価基準の体系表という何かやっぱりそれだけはいると思うんで

すけども、まずその趣旨がわからないんです。公共性が土地みたいにばあっと

大きく広くて、あとビルみたいに上にとんとんと上がっていって趣旨というん

ですか、この辺は事務局としては議論されたんだと思うんですけども、なぜ公

平性と効果性は３階で丸が入ってて、あと公益性、公共性というふうに積み上

げるような形で補助金というこの表、説明いただいた結果ですけど初めて出て

きたものですからわかりませんでした。 

 それともう一つ、１１ページ。これも表でもなくてグラフでもないこのＰＬ

ＡＮ・ＤＯ・ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮ、これも実線でＰＬＡＮ・ＤＯ・ＣＨ

ＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮと点々があるんです。この実線と点々の関係がよくわか

らないのと、全体を透明性で丸くくくってはるんですけども、この絵の趣旨も

私十分理解できなかった。ＰＤＣＡサイクル体系図と、やっぱり説明それだけ

はいるのかなと思ったりするんです。ですから３点です。文章は恣意的なこれ

はにおいがあったというにおいがするんでしょう、それで結構だと思いますが、

９ページのビルのような建て方の表とその３点、説明で結構です。変えてもら

う必要もございませんが。 

それでは全部一当たりもらうというより、一個一個今片づけていきましょう

か。 

 それでは今の疑問に対してちょっとお答えいただけますか。６ページのこの

文章、これは意図的に補助金を少額にし、多額の使用料減免を行うなどの恣意

的な運用が行われる可能性。 

暗ににおわせているんです、ここは。 

何か悪知恵をつけたな。 

今まで事務局でこういうものがあって、困ったことがあるんやったら書かな

いといけないと思うんですけど、そこが我々わからないものですからそこまで

ずばり。 

恣意的、意図的にとかいう。 

特に間違いという意味ではございませんが、若干。 
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恣意的なにおいが感じられることはありましたか。 

あったんですか。だから書いてるんでしょう。あったんでしょう、恐らく。

書く作者の意図は。何もなかったら灰色みたいなのがあったから書いておられ

るのかなと理解したので。そういうことやったら我々も委員会としても、きょ

う事務局等含めてこういう表現をあり得るのかなと。 

いわゆるこの文章のまま生かすとしたら、意図的に補助金を少額にし、多額

の使用料減免を行うものなどの恣意的な運用が行われる可能性を含んでいる

と。運用を行うというのは実際川西市から助成をするわけですから、これはこ

の審議会が市長に対する答申ですけども、実際、実施機関というか、役所とし

てそういう運用したことがあるのか、したとは言われへんけどそれに近いよう

なプラスマイナスの計算をしながら、そういう恣意的な運用に近い実態があっ

たのかどうかといったらないでしょう。 

可能性は含んでいるんですか。 

ないでしょう。だから可能性としてはそういうことはあるけれども、私は個

人的に言いますとここはいらないような感じがして、要するに上に補助金に基

準が厳しく定義されている補助金に比べて、その適用基準が、非常にもいらな

くて、その適用基準があいまいになりかねないぐらいでおいた方が文章として

は。 

ちょっと僕はそれやったら提案出します。この意図的にから可能性を含んで

いるまではカット。それで優先利用や使用料減免は実質的には補助金と同じ効

果があるにもかかわらずと入れてください。 

もう１回言って。 

この優先利用や使用料減免は実質的には補助金と同じ効果があるにもかかわ

らず、基準が厳しく定義されている補助金に比べてその適用基準が非常にあい

まいであるでとめるんです。そのためとつないだらすきっとしませんか。 

そのため適正化とはそういうことがあったからと書いて、意味があるのかと

思ったので。 

そうですね。そのためこれらを補助金的なものとして補助金と同様の基準と

公表手法を適用し、適正化すべき時期にあると考えられる。それでいいのと違

いますか。 

ちょっときついですよね。恣意的とか意図的なんて事務局は書かないとあか

ん思いがあるのかどうかわからないですけど。 

言葉をきせる。言葉をきせると。恣意的な言葉。 

当委員会としては。 

やっぱりあまり変えるあれは。 

そのため適正化すべき時期なという、それはつながると思うんですが。 

 よろしいですか。それから次の図表の説明をちょっと。先ほど私も聞きまし

たが、公共性が公益性のまだ基盤にあるという話があったんですが、しかしな

がら結果的には公共性も公益性も一緒にしたらどうやとか文章では一緒になっ

てるけども図面では上下になっている。ちょっと何か論理的によくわかりませ

ん。どういう意味だ、この図面は。 
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この絵がいるのかどうか僕は少し疑問あるんですけど。事務局としてはこれ

はいるんだという思いがあるんだと思いますけど、公共性の上に公益性があっ

て、さらに公平性が丸がかかってくくってあるんですけども、この辺のところ

は。 

 事務局は苦労された絵やと思うんで、何かよくわからないですけども。積み

上げるんですか。まず公平性が。 

公共性というのはとても広い概念なんです。その中に公益性というやや広い

概念が含まれてくるんです。その公益性の手続の中で、手続的正当性とかいう

ことを考えると公平性というところが次に重視されるでしょう。公共性があり

なおかつ社会的公益性が実現可能性があり、そしていろんな配分の公平性とか

手続の公正性とかということを考えた上で、やっぱり効果がありますよという

ものに支給すべきでしょうという論理なんです。それをこういうふうに積み上

げて説明しようとしたんですけど、上に補助金ときているからけったいなんや

な、これ。 

屋根が補助金があって、３階、２階、１階積み上げている意味がよく。 

本当は不統合といったら一番ごついところに公共性があって、その次に公益

性があってその次に公平性があって、最後に効果性がきてとこうなっているは

ずなんやね。そういう論理でこの補助金の交付評価基準は組み立てられるべき

ではないですかということでしょう。公平性も効果性もイコールになってるし、

同じ面積の屋根に。 

屋根にあって上に補助金が乗っかってビルみたいなものなんですけど。 

これを屋根といえるかというと。 

補足的な説明になりますが、全体のご議論の中で、いわゆる公共性という形

のものと公平性・効果性が系列で定義をされていくべきか、それが他の公平性

・効果性と同列にくるんでしょうかということで、一遍概念の整理を議論をい

ただいた経過があったわけです。その中でそれやったらば公共性という概念を

一番大きな概念に据えた上で、その中で公平性・効果性という形で図示してい

ったらどうだろうという事務局の中で議論をいたしました。 

 その後、副会長とお話をさせていただいた中で、先ほど事務局の方からご説

明しましたように、あえて公共性と公益性というのを分けないで同列に並んで

いこうということの議論になったところでございます。 

 したがって、この図がいるのかいらないのかも含めて改めて今回こういう置

き直しをさせていただきましたので、あえて図はいらないという審議会のご判

断がいただけるならば。 

外してください。ややこしいから外しましょう。それからＰＬＡＮ・ＤＯ・

ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮの図面ですけど、先ほどのご説明ではＣＨＥＣＫ、

つまり評価は計画が正しかったのかという計画に対するＣＨＥＣＫであり、実

行方式がコストがかかり過ぎてなかったかとか、効率性と担保したかというこ

とのＣＨＥＣＫになるんだという説明でしたから、この点々矢印はＰＬＡＮに

も反映されますよ、実行システムに反映されますよという意味での矢印なんだ

という意味で私はちょっと理解できたんです。 



 7 

委員 

会長 

委員 

会長 

委員 

会長 

委員 

 

会長 

委員 

会長 

 

委員 

 

会長 

事務局 

 

会長 

委員 

委員 

 

 

委員 

 

委員 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

会長 

 

委員 

会長 

委員 

会長 

委員 

ＡＣＴＩＯＮにはかからないんですか。 

ＡＣＴＩＯＮにはかかりません。 

ここでは改善されてます。 

自動的にこの太い矢印でいくから。そこに点々入れる必要ないわけです。 

全体が透明性になってるところ。 

ただ問題は全体の透明性が何なのこれと。 

透明性がわからないんです。全体が何で透明性がくるのか。きのうからずっ

と考えていたんですけど。 

これもいらんのと違う。 

透明性だけ外したら。 

透明性がいらんのと違う、これ。これは何で太い丸で囲っているのかな。透

明性は何か余分なような気がするな。 

このサイクルが外から全部見えてないとあかんという意味合いなんですよ

ね。 

ああ、そういう意味か。 

オープンにして、行政の内輪で回るのではなくてオープンにしていくべきだ

ろうという意味です。 

そういう意味ですか。なるほど。聞いたらわかるな。 

説明を受けたらわかります。 

そういうことは、運用方針、体系図かな。今までは表、グラフ全部説明が入

っている。これは何か突然、透明性のところで全体にかかってるんですね。 

突然透明性の中に。 

これはＰＤＣＡの各段階に透明性というのが入っているから、それでまとめ

たんだろうと思います。 

これはまとめ。添え書きか何かいるような感じがするんですが。 

これは透明性でサークリングするから逆に閉じ込められてるみたいに見える

んで、注意書きでＰＬＡＮ・ＤＯ・ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮすべての段階に

おいて、透明性が担保されなければならないというふうに※印でも入れておい

たら済むこと違いますか。図面で概念的説明ができる話ではないんです、透明

性って。 

 これはＰＤＣＡというのはいわゆるプロセスでしょう。透明性というのは原

則でしょう。それを同じ図面に落とそうとするから話が混乱するんです。と思

うわ。 

透明性が全部にかかっている。 

ＰＤＣＡすべてのプロセスにおいて透明性が担保されなければならないとい

う注が入ってたらいいのと違いますか。 

すみません、今あまり変えたらいけないんできのう見ながら思いつきで。 

ほかまだありますか。もうないですか。 

十分苦労して表現。 

それではほかの方どうぞ。 

小さな語句のところ、ちょっと気になる語句ですが７ページ、アンダーライ
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委員 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

委員 

会長 

 

 

 

委員 

 

会長 

 

事務局 

会長 

 

事務局 

 

 

 

 

会長 

委員 

会長 

ンをいっぱい引いているそのど真ん中あたりに「真に地域の理解を得ながら柔

軟に対応することが望ましい。」というのがあります。 

真に。 

「真に」というかなり厳しい言葉で、ここまで言わなくても、「十分に」で

十分ではないかなと思うんですけど。 

「真に」をね。 

「十分に」は６割だとすれば「真に」は８割以上のそんな感じがするんです

が。 

ちょっと広い幅を持たせた方がいいと思います。 

 それから１２ページの最終行ですが、これは主語が大きいので文章が崩れや

すいところなんですが、川西市の行政評価については、事業別に示された決算

情報と成果指標が総合計画の施策体系ごとに整理されている決算成果報告書、

この決算成果報告書が主語なんです。主語を作成されるという、ここちょっと

おさまりが悪いでしょう。「を」となったら能動態の「する」と、「を作成す

る」だったらいいけど「されると」を生かせるとすればその「を」のとこは「が」

にならないとおかしい。だから「を」を生かして恐らく「が」が上の行にある

から、そんなことも考えて「を」にしたんかなと思うんですけど。それは「を」

にしておいて「作成するなど」と能動態にした方がすっきりするような感じで

す。 

事業別に示された決算情報と成果指標を総合計画の施策体系ごとに整理され

ている決算成果報告書。 

主語が決算成果報告書なんです。その前のやつは修飾センテンスですから。 

とすると「決算成果指標に基づいて」やな、そしたら。「川西市の行政評価

については、事業別に示された決算情報と成果指標に基づいて」ですね。「基

づいて総合計画の施策体系ごとに整理されている決算成果報告書を作成するな

ど」。 

行政評価になってるんじゃない、決算成果報告書というのは。 

 川西市の行政評価は決算成果報告書に結実されているということでしょう。 

要するにあれでしょう、事務局さん。決算成果報告書というのが川西市の行

政評価の到達点なんでしょう。そうなんでしょう。 

はい。 

だから決算情報というのと成果指標というのは別にあるわけですよね。これ

二つを照らし合わせて決算成果報告書ができるわけでしょう。 

ここの文が主語が川西市の行政評価は先進的な取り組みが進められている

と。そのこころは、決算成果報告書を作成されることに代表されるなどという

つもりだったんですけど。それを説明する語句として事業別に示された決算情

報と成果指標が施策体系ごとに整理されていると。成果報告書の説明がその前

にきていると。 

ちょっとそれを全部まとめて書こうと思ったからややこしくなったんやな。 

何か二重になっているような感じ。 

ちょっと文章をばらそうか。 
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委員 

会長 
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委員 

会長 

委員 

 

会長 

委員 

 

会長 

 

 

委員 

 

 

会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

決算成果報告書の場合は整理されているというのは、決算成果報告書に整理

されているんですか。 

そうです。 

として、かな。「整理されている」はちょっと早いんかな。 

川西市の行政評価については、事業別に示された決算情報と成果指標の施策

体系ごとに整理されている決算成果報告書を作成する、「作成される」を「す

る」にするだけでもちょっとましになりますけど。 

それだけの話ですね。 

「する」に変えておいてください、とりあえず。あまり触らない方がよかっ

た。かえっておかしくなってしまった。僕が言ったから。やっぱりされるとい

うのは受身でしょうね。これ丁寧語で言っているように聞こえるけど、実は受

身に聞こえますから。「する」でいいでしょう。 

 ほかになにかありますか。 

これで終わりです。 

 よろしいですか。 

公募型補助金については非常にわかりやすい注釈をつけていただいてこれで

問題はありません。 

 それでは次の方どうぞ。 

これに書かれているのは全く問題ありません。 

ありがとうございます。次の方どうぞ。 

すみませんけど、先ほど言った９ページと１１ページは図が出てきて図の説

明をしないから、これっきりやから。問題はもう。 

そうですね。 

図の説明を受けたらわかりますけども。突然図が出てくるじゃないですか。

初めて出てきたからこの表をずっとにらんでたんです。 

だから図そのものをわかりやすくするためなんやけど、概念そのものが物す

ごく抽象度が高くて、説明を加えないとあかんもんやから図で余計に説明でき

ないんでしょうね。この図はカットするということで。 

そうですね。 

カットした方がわかりやすいんと違うか。出すのやったら文章で説明をしな

いとわからない。 

ほかは、ありませんでしょうか。お気づきの点。 

もうないけど、文章が非常に長いところと短いところがあるので、ちょっと

気にはなるものの、もう特に否定しませんけど。よく作成された、読んでいて

努力のかいは見られる。 

会長、すみません。１１ページの図の中ですけど、先ほどのところで透明性

のというところで、同じように概念的なところで若干誤解というかわかりにく

いところということで、事務局としてもしほかの文言でわかるようであればこ

の図自体をカットするか、もしくは先ほど言われました透明性の枠を取って、

※印の方の透明性の担保についてはそれぞれで透明性という言葉の表現をして

おりますので、むしろ誤解がなければ、わかりにくくて誤解を生むようでした
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会長 

事務局 

 

会長 

事務局 

 

 

会長 

事務局 

会長 

事務局 

 

ら思うところではございませんので、カットすることも一つ検討していただけ

たらと思います。 

図全体をカットするのか、透明性をカットするのか。 

先ほど言われました図の、先ほど委員からありました体系図とか体系イメー

ジとかそんな表題を入れるのかそのあたりも含めて。 

体系図。 

その図に名前をつける。 

図１、図２ね。 

はい。図が初めて出てきていますので。 

別にこのＰＬＡＮ・ＤＯ・ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮだけやったら図１とか

２とか入れる必要はないです。何というのかな、独創的につくったとか私の創

作ですよというものやったら図１とか入れて、その図に基づいて説明すること

はできるんやけど、ＰＬＡＮ・ＤＯ・ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮなんてもはや

一般常識に近い話やから。ＰＬＡＮ・ＤＯ・ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮだけや

ったら僕は図１とか２とかする必要はないと思います。 

 ただ前の図は絶対説明いります。この場合は図１、例えば○○作成とかいっ

て責任を取らないとあかん図やろ、これは。 

 前の方は図はカット、こっちは透明性だけ外してＰＬＡＮ・ＤＯ・ＣＨＥＣ

Ｋ・ＡＣＴＩＯＮは残していたらどうですか。 

はい。 

 修正の再確認だけさせていただきたいと思います。 

はい、どうぞ。お願いします。 

よろしいですか。まず最初は１ページ、２ページ、３ページ、４、５は特に

なくて、６ページの中段の段落でこの優先利用やのところですけども、この優

先利用や使用料減免は実質的に補助金と同じ効果があるにもかかわらず、基準

が厳しく定義されている補助金に比べてその適用基準が非常にあいまいであ

る。で文章をカットして、そのためこれらを補助金的なものとして補助金と同

様の基準と公表手法を適用し、適正化すべき時期にあると考えられるという文

章表現で。 

はい、そのとおりです。 

それとあわせて先ほどの答弁の中で、「非常にあいまいである」の「非常に」

という単語は残した方がいいのか、それともこのままでいいのか。 

 「非常に」はとってください。 

はい。では次の７ページで真ん中あたりのところでございます。「真に」と

いう表現、「真に地域の理解を得ながら柔軟に対応することが望ましい」の「真

に」という単語を「十分に」という単語にということでよろしいでしょうか。 

はい。 

次に８ページはなくて９ページ。この図の部分をすべて削除いたします。 

はい。 

次に１１ページ、下の図で表現している部分の透明性の外枠をとらせていた

だきます。それでよろしいでしょうか。 
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会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい。 

それから※印で注釈がいるということでしたが、これはそれぞれのところで

透明性という単語をＰＬＡＮ・ＤＯ・ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮの中で透明性

という単語を入れておりますので、できればもう記載なしでということでよろ

しいですか。 

はい、結構です。 

それから１２ページ。一番下の文章です。「決算成果報告書を作成されるな

ど」を「作成するなど」に修正いたします。 

はい。 

以上が修正箇所ということで認識しておるんですけど、それ以外の箇所は特

にないでしょうか。図の削除によりまして若干ページ数が変わるかもわからな

いですが、作業に入らせていただきます。 

 

（修正後、市長入室） 

 

平成２０年６月９日付に諮問いただきました川西市における補助金等にかか

る今後のあり方について別紙のとおり答申いたします。 

 今後市長さまにおかれましては、この方針を十分に尊重していただき補助金

等改革を施行されることを要望いたします。 

 川西市長、大塩民生さま。平成２０年１０月６日。川西補助金等審議会会長 

中川幾郎。 

 ご苦労さまでした。 

 簡単にご説明させていただきましょうか。 

 お忙しい中、今日はありがとうございました。わざわざ。また遅くまでお待

ちいただきましてありがとうございました。この補助金改革に関する今後のあ

り方について、第二次補助金改革に向けての答申の主要なポイントだけ申し上

げて委員会の思いをお伝えしたいと思います。 

 はじめにのところではこれまでの経過、それから川西市の現状等について触

れておりますが、当然市長が一番よく痛切に身に感じておられるように三位一

体改革以後、非常に財政縮小といいますか歳入の縮小に見舞われていることは

川西市も例外ではございません。その中で補助金の占めている意味、位置とい

うのもその中では少なからず大きなインパクトを与えています。 

 前回の第一次改革をさらに突っ込んで、今度第二次で取り上げた内容は性質

別分類基準表、２ページにありますＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅとありますもののうち、

Ａ、Ｂ、Ｃと及びＥについては、これはかなり義務的なものであり弾力性がほ

とんどないという意味で、Ｄ区分、市が任意で補助しているものについて集中

的に検討を加えました。 

 そしてこのＤ区分も４ページにありますように、さらにコミュニティ活動、

組織活動の補助金、それから福祉デザインひろばづくり補助金等の地域活動を

支援するための補助金のグループと、それから公募型補助金、これは※印です

が、これはまだ設立されていません。その他事業奨励団体補助金とその他の委
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託料が補助金として支出されているのではないかという補助金と、それから市

民活動あるいは市民団体の責任においてなされることに公益性を認めて出して

いる補助金と、さまざまな性格のものがやはりこのＤ区分にもたくさんあると

いうことがわかったわけです。 

 その中でも地域活動支援型補助金については５ページの右の表にありますよ

うに、たくさんの団体さんが結構川西市内の中にも組織されて活動しておりま

す。それらの団体にそれぞれ縦で個々ばらばらに結構補助金が支出されており

ますけれども、この分散割拠型の補助金の出し方を連合型といいますか、連携

型に切りかえていったらもっと効果性が出るのではないかという問題点を私た

ちは感じたので、事務局と協力しながらアンケートを一斉にとってみました。

そのアンケートの結果が一番後ろの方に参考文書としてついておりますが、資

料アンケート調査結果表というのが１４ページから一番最後の１９ページまで

掲載してあります。 

 これで大体わかりましたが、おおむね大半が補助金の統合といいますか使い

やすい補助金、それからいけいけといいますか、Ａの区分、Ｂの区分、Ｃの区

分という形でそれぞれ各団体で出されています。それらの補助金がみんな仲よ

く固まればお互いに使いあいっこできるような、そういう補助金になった方が

資金ボリュームもふえるし、活動の効率性が上がるという答えが出されてきた

ように思います。ですので地域活動支援型補助金については可能なところから

そういう連携・連合型、統合型に切りかえていくのが望ましいし、またその方

向に行くのは可能であるという答えはある程度は出しております。ただこれ一

斉に何年何月何日からよーいどんとして始めるべきものではなくて、当該地域

の主体性あるいは自発性、あるいは成熟度に応じて順次段階的に移行していけ

ばよいと思っています。つまり何といいましょうか、おおむね小学校区単位以

下の川西で行われているコミュニティ組織を横につなげ合わせることによっ

て、地域コミュニティの力をより増幅することができるという判断をする場合

に、そういう統合型の地域活動支援型補助金の統合を踏み切っていくべきでは

ないだろうかという提案をしております。 

 それから次に新たな補助金に関する次の課題ですが、交付・評価基準等につ

きましても大きく分けてちょっと飛びますが８ページです。公共性、公益性あ

るいは公平性、効果性という、前の第一次審議会が出されました原案をベース

としてその後事情が変わっていないかあるいは基準にもう少し科学的に深める

べきところはないかということを精査しました結果、８ページから９ページに

至る基準のもう一度洗い直し、見直しをいたしました。そして運用方針におい

てもＰＬＡＮつまり計画段階、それからＤＯ実行段階、評価段階、ＣＨＥＣＫ

ですね、ＡＣＴＩＯＮ改善段階とわけてさまざまな心がけるべきといいますか、

基準といいますかそれらのより精密な細やかな組み直しをしております。 

 しかしながら前回の第一次審議会の答申を全く否定し、覆すものではござい

ません。より踏み込んで運用しやすいように細やかにしたと、こういうふうに

したと理解してもらった方がよいかと思います。 

 最後に１１ページでございますが、先ほどのまだ実行されていませんがと言
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いました公募型補助金、これを創設していくことの提案を入れております。公

募型補助金といいますのは市民からみずからこういう事業をやってみてはどう

か、自分たちに任せてほしいとかいう自由提案型の補助金と、もう一つは行政

側がこういう分野のこういう事業について市民にやってもらえないだろうか、

あるいは企画から参加してもらえないだろうかという課題、提示型と二つある

だろうと。これはフィギュアスケートでいうコンパルソリーとフリースタイル

と二つあるというものと同じように思っていただけたらと思います。 

 既に事例としては豊中市あるいは箕面市などで手がけられておりますけれど

も、まださほど大々的に前に進めていませんので、川西が今から始めたとして

も前例がありますから、もっと先例を追いつけ追い越すことは可能であると思

います。最もこの公募型補助金は補助金を先発させてやるべきものではなくて、

市民参加条例を今後構想しておられるとおっしゃっておりますので、その条例

の施行と合わせてスタートするのが望ましいのではないかと思っております。 

 以上が大筋この審議会で議論、検討してきたところでございますので、どう

かよろしくお願いいたします。 

 各委員さんにおかれては、私の説明が雑駁でございますので、何か補強して

くださることがございましたらどうかご自由にご発言ください。 

 今会長さんがご説明されましたのでもう申すことはないんですけども、市民

代表という形で出席させていただきましたので市民の立場で一言だけ述べさせ

ていただきます。 

 この審議会に参加させていただきまして、事務局の皆さん方の大変な熱い思

いを受けてよかったなと。市民として川西の実情がわかったし、こういう機会

を与えてもらって感謝いたしております。 

 特に具体的に、私も最後会長がおっしゃいました公募型補助金、４ページの

下の方に出てますように、今まで聞きますと１５０もの補助金があって額的に

３８億とか資料に出てますけども、今後は行政があらかじめテーマを設定して

公募するものや、テーマを含めてということを書いているんですけども、市民

としては簡単な思いを言って恐縮なんですけども、来年新しいごみ焼却場がオ

ープンしますということで、今自治会を中心に分別方法とか広報なんかでもケ

アされております。 

 来年、私は川西市の環境元年、勝手に思っているんですが、環境問題に市民

が取り組む元年になるのかなと思っておりまして、単に分別を変えるだけやな

しに市民に環境運動に参加してもらうことを促すことをテーマとして市からも

し提案してもらえたらと思うんです。例えば自分たちがこの町を、ごみを少な

くするよ、こんな運動をしたいですということを提案されたり、あるいは今年

から始まっている環境問題で、路上喫煙とかポイ捨てをやっていますが、自分

たちの町はポイ捨てをなくす、こういう活動をしますよという。あるいは猪名

川の川の水をきれいにする運動をしますよと。あるいは町を花で飾ります環境

美化運動、そういう環境を一つの切り口にして環境元年という形で来年度そう

いう新しい取り組みを。例えば１カ所１０万でも掛ける１０カ所で額的には大

したことないと思うんですけども、新しいほかのところがまだ行っていない先
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行型の。たまたまごみ焼却場ができるということを一つの契機として市民に積

極的に、最近おばちゃんが、来年からかなわんわね、ごみの分別も変わってと

ぶつぶつ言ってはりますので、そうではなくて新しいごみ焼却場ができるとき

に自分たちが主役として、参画するということを後押しする公募型助成金みた

いなものができたらいいのになと、これは最終的に市長さんのご判断でござい

ますけれども、そういう意味で一つシンボル的な公募型の補助金みたいなもの

が将来ご検討されたら、要綱の一つの進歩になるのかなと、ぜひ来年度の分別

収集がうまくいくように、それが単にぶつぶつ言うのではなしに、自分たちが

参加する運動として形ができれば、公募型の助成金を一つ後押しできるような

ことがあればいいのになという市民の立場での意見でございますので、単なる

思いつきでございますけれども、よろしくお願いいたします。 

ほかございませんか。  

 私が特に主張したのは今まで市の立場からのものが多かったんですが、第一

次答申を読んでみますと、補助金を使う側の意見というものが反映されていな

い。だからこの第二次答申としては、使う側の意見も反映してほしいというこ

とで入れさせてもらっています。 

 もう一つは、今まで市民による評価というのはあまり強く出てなかったんで

すが、この答申ではそういった面をかなり考慮しているということが言えます。

市民が行った事業に対しても市民の目でチェックする必要があるのではないか

ということで、市民の目によるチェック機能というものを果たそうとしている

こともこの内容の一つだと思います。 

今まで削る、あるいはコストダウンという前提でのお話が主になっていたけ

ども、もちろんそれも否定はしませんが、補助金をもらう側の住民というか、

使い勝手とか申請の手続とか煩雑さとかもらう金の少なさに関して、反対に手

続がめちゃくちゃしんどくて手続コストがかかり過ぎではないかと、そういう

反発もいろいろ割と聞いてましたので、今回その辺も随分と考慮したというの

があります 

他、何かございませんか。 

特にございませんけども、必要な立場でこれをどうやって解決するかという

のは非常に難しいところが結構あるのではないかと。個別でいろいろ細かいこ

とを言ってますけども。それと平成２１年度の予算編成が間もなく始まるでし

ょうから、６月からこの審議会を始めて今日で8回目です。時間的な制約もある

中で私たち自身でいえばなんですけども、何とかうまい形でまとまったなとい

う感じがします。それでこれを運用するかと本当は個々それぞれの場合を、具

体的にこの団体どうする、どうするということをいろいろ考えれば非常に難し

さもあろうかと思いますけれども、我々のあれは具体的性もありながら抽象的

なところもあるのではなかろうかと。ただこれがむこう５年間どんな感じで生

かしていくかと、非常に個別には本当に難しいところもあるだろうと。だから

それは市長を始めスタッフで乗り切っていただけると考えております。 

 はい。 

私はあまり補助金については否定の意見なんですけど、ただ、出す以上は効
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果を上げるように出していただきたいと思います。こういう何かもらうときに

手続とやら大変なんですけど、市民の側からも手続系を簡素にして、その点は

もらう側がもらいやすい形にするのが必要だろうと思います。そうすればもら

った側も使いやすくなって成果が上がるのではないかと思います。補助金がず

っと続くというのはあまり好ましくないので、既にされてますよね、５年と見

直しもされて。それでさらに効果があれば続けていったらいいのではないかと

思っています。 

はい、ありがとうございました。それからちょっとだけ話の中で私はしょっ

てしまいましたのが減免のことなんです。補助金を出すということと、それか

ら当然支払うべき料金を減額免除するということは実態的には同じ効果があり

ますので、実質的な補助金とみなすべきだという考え方に立っております。補

助金の交付基準とかについては非常に厳しい、しかも透明性を確保する努力を

されていることは重々認めてるんですけども、反対に減免に関してはかなりあ

いまいで、あいまいと言ったら失礼ですが、各部局によって基準がばらばらで

あるという実態が見えました。ですので、この減免に関してもちょっと、一遍

精査した方がよいというふうに答申では入れています。事実上の補助金だとい

うふうに考えました。それをちょっと言い忘れましたのでつけ加えさせてもら

います。 

 以上のようなことでございます。 

それでは市長の方から一言いただけますか。 

それでは改めまして審議会の方の答申に当たりまして一言御礼を申し上げさ

せていただきたいと思います。 

 諮問させていただきましてから、たった４カ月という本当に大変厳しいスケ

ジュールの中でお願いをしましたわけでございますけれども、また委員の皆様

方におかれましても大変お忙しいということだったと思いますけれども、そん

な中におきまして本日8回目ということでございます。１カ月に２回という非常

に強行なスケジュールの中で、答申をいただきますことにつきまして本当に厚

くご礼を申し上げるところでございます。 

 いただきました答申につきましては先ほどもございましたように、来年度の

予算につきましても反映できるものにつきましては速やかに対処していくこと

も非常に大事だと思いますし、また補助金改革を始めといたします本市におけ

ます行財政改革、これも本当に大変なことだということでございますけれども、

しっかり取り組みながら何とか行政改革で言いますと非常に内向き話ばっかり

でございますけれども、そういう中においてもやはり前向きな話も大いに必要

だと思います。地域が活性化をされた中での改革ということが必要だというふ

うに思っております。 

 そんな中におきましても、平成２３年度には何とか収支バランスを均衡に持

っていきたいという思いで進めていきたいと思っております。今答申をいただ

いたわけでございます。内容につきましては、またいろんなところで吟味をさ

せていただいて実行していきたいと思っておりますけれども、今お言葉にいた

だきました中で確かに運用といいますかいろんな問題が出てこようかと思いま
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す。そんなこともしっかりと携えていきたいと思いますし、この冒頭に見させ

ていただきますと三位一体改革の中での市の財政状況も記述いただいておりま

すけれども、私ども市といたしまして市の財政を預かる中で三位一体といわれ、

なかなか財政がついて伴わないという部分が非常にございます。川西の場合も

住民税は非常に上がったけれども所得税の交付金においては逆にマイナスが多

く出ておりまして、市も決してその辺では改善されずに逆にマイナスやったと

いうふうに認識しているところでございます。 

 そんな中でどうやっていくんだろうという思いでございますけれども、今日

も国の方から、地方整備局から道路の管理についての意見聴取というも場面が

ございまして、これから国の例の特定財源が一般財源化されるという中で、ど

ういうふうにされるのだということでございましたけど、国としても地元自治

体の話をもっと聞きたいということでございました。 

 確かにそのとおり、街によってはそれぞれ事情が違うと思いますので、考え

方だけではなくて実際にそういう財源もしっかりとつけていただいて、本当に

必要なことは必要な地域でやっていただける、その辺まで権限を与えていただ

けたらというふうな話をしておったところでございます。 

 そういう話の中で地域活動支援型補助金という先ほどのお話をお聞きしてい

ますと、まさしく逆に今の話が、国の立場が市の立場であって住民の立場が今

の市の立場といいますか、そういうふうな形かなという置きかえもできようか

と思います。やはり地域のコミュニティ、これから人口増も期待できません。

またその中で歳入増もなかなか厳しい中では、やはり地域の皆さん方に地域を

どのようにともにやっていただけるんだということをお願いするについては、

非常に重要な部分かというふうに認識をいたしております。 

 自立といいますか活力あるそういう地域で、いろんな団体が頑張っていただ

いていることは行政にとっても非常に協力的なことになろうかと思いますの

で、そういう思いでこれからも対応してまいりたいというふうに思います。 

 先ほど公募型の補助金についてもご意見を賜ったところでございますけれど

も、まさしくこれは今までは行政管理といいますか、どちらかといいますと行

政が指導し、行政が管理するということでございました。もちろん変わらない

部分をしっかり持ってその時代に合わせていくことが必要だと思います。そう

いう部分においては行政管理の時代からやはり行政経営の時代に入っていくの

ではないかと。まさしくその思いで今やらさせていただいているところでござ

います。 

 本日ご答申いただきました内容につきまして、しっかりといかに運用できる

のか、この辺もしっかりとやっていきたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。本当にありがとうございました。 

 最後になりますけれども、会長さんを始め委員の皆様方におかれましては、

本当に熱心にご討議をいただきましてありがとうございました。改めて御礼を

申すところでございます。今後につきましても十分体調にはお気をつけていた

だきたいというところでございます。そして時間の許す限りこの川西の市政の

運営につきましてアドバイスをいただけましたら、厚かましいところでござい
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ますけどありがたいことと思いますので、今回審議会は今日ということで一応

答申をいただいたわけでございますけれども、これからも市政につきましては

何かとアドバイスをいただくことをお願い申し上げまして、御礼の言葉とさせ

ていただきたいと思います。本当にありがとうございました。 

ありがとうございました。 

 それでは本日の審議会これにて終了させていただきます。 

 ありがとうございました。 

 


